
小美玉市消防本部からのお知らせ 
    

    
 

 近年、腐食していた消火器を使用したことにより、消火器が破裂して負傷し

た事故が相次いで発生しております。 

 古くなったりして、腐食したり、傷がある消火器は、使用した際の内部の圧

力に耐えられず破裂する可能性があり、非常に危険です。 

 消火器の破裂事故を防止するため、以下のことに十分気を付けてください。 
 

消火器の耐用年数はおおむね８年です。これを過ぎた消火器や８年以内でも周

囲の状況等（湿気が多い場所にある。屋外に長期間放置している。海の近くな

ど塩分が多い場所にある等）によって、サビ、腐食、変形、キズが見られる消

火器を発見したら以下の点に注意し、速やかに廃棄処理してください。 

・レバーは絶対に握らない。 

・「使用禁止」ラベル等で、使用できないことを表示する。 

・ゴミとして出したり、道路脇等にみだりに放置しない。 

・消火訓練等では絶対使用しない。 

・決して自分で分解しない。 
 

消火器はごみとして廃棄できません。 

廃棄や処分については、下記へお問い合わせください。 

廃消火器の連絡・相談窓口には特定窓口と指定取引場所と 

いうものがございます 

 

★ 特定窓口とは？ 

消火器の販売代理店のうち、一般社団法人日本消火器工業会が 

廃消火器の収集運搬／保管を委託した事業者で、排出者からの 

廃消火器を廃棄物として引き取ることができる窓口です。 

１ 常 陸 通 電 小 美 玉 営 業 所  ０２９５－５８－５５３０ 

２ 株式会社ダイイチテクノサービス   ０２９９－３６－８８３３ 
 

 

★ 指定取引場所とは？ 

廃消火器を引き取る場所として、あらかじめ一般社団法人 

日本消火器工業会が指定した場所であり、排出者が廃消火 

器を持ち込むことができる場所です。 

１ 株式会社丸山製作所 茨城営業所  ０２９８－２４－２１９１ 

２ 関東西濃運輸株式会社常陸営業所  ０２９４－５４－０１１１ 

 

ご不明な点がございましたら，消防本部・各消防署へお問い合わせください。 

小美玉市消防本部 ５８－４５４１   小 川 消 防 署 ５８－４６１１

美 野 里 消 防 署 ４８－２２６６   玉 里 消 防 署 ５８－０５５５ 
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